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公社等外郭団体への県関与の状況について

「公社等外郭団体の関与等に関する指針（平成１６年１０月２９日 行財

政改革推進本部・公社等外郭団体見直し部会決定。以下「関与等指針」とい

う。）」に基づき、公社等外郭団体（以下「公社等」という。）への県の財政的

・人的関与について、下記Ⅰの「基本的考え方」により見直しを進めている

ところであるが、平成２３年度から平成２７年度までの県関与の状況は、下

記Ⅱの「調査結果」のとおりである。

Ⅰ 県関与の基本的考え方

県行政の補完的役割を担う公社等が、より県民の多様なニーズに対応し

たサービスを提供できるよう、公社等本来の主体的、自立的な経営を促進

するため、「財政的関与」及び「人的関与」の限定化を図るなど、県の関

与については必要最小限にとどめる。

１ 財政的関与の基本的な対応

県の補完的役割を担う公社等との役割分担の明確化を図りながら、事

業収入の確保などによる公社等経営の自立化を促進するため、単なる赤字

補てんを目的としたものは行わないことを原則とする。

２ 人的関与の基本的な対応

常勤の役職員への県職員の派遣については、県の事務事業との関連性

及び施策推進上の人的支援の必要性、県と公社等との役割分担などを総

合的に勘案した上で、真に必要な場合に限定する。

また、退職予定県職員の紹介については、公社等からの要請に応じ、

その必要性等を検討した上で、真に必要な場合に限定する。
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Ⅱ 運営状況に関する調査結果（Ｈ２３～Ｈ２７）

公社等に関する「点検評価」と併せて実施した「運営状況等に関する調

査」結果の概況は、以下のとおりである。

１ 財政的関与の状況

（１）補助金等

「補助金」については、関与等指針対象公社等１８団体※のうち、(社

福)福島県社会福祉事業団への施設整備費補助など１３団体に対して支

出している。

また、「負担金・交付金」については、福島県道路公社に対する有料

道路の無料開放費用負担など５団体に、「委託料」については、指定管

理施設等の管理運営のほか、(一財)ふくしま市町村支援機構への公共施

設の設計･積算等の発注者支援事業委託など１５団体に対して支出して

いる。

上記補助金等の合計については、平成１８年度に指定管理者制度へ

の移行により委託料を大幅に削減して以降、減少傾向にあったが、平

成２３年度に東日本大震災からの復旧･復興関連等に伴う補助金等によ

り増加に転じ、平成２７年度は全体としては前年度比で約１１．１億

円、１１．５％の増となっている。

※ 公社等の名称については、平成2８年4月1日時点で標記
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（２）貸付金

貸付金については、(社福)福島県社会福祉事業団、(公財)福島県産業

振興センター、(公財)福島県農業振興公社、(公社)ふくしま緑の森づく

り公社及び福島県道路公社の５団体に対し、事業資金等として貸付け

を行っている。

平成２７年度については、前年度との比較で、全体で約１９億円、

１．９％の減となっているが、引き続き、(公財)福島県産業振興センタ

ーへの原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」事業の資金貸

付原資に係る貸付金等により、震災以降高い水準を維持している。

貸付金については、公社等の経営の著しい悪化が県の財政運営に大

きな影響を及ぼすおそれがあることから、将来にわたる事業の需要予

測、公社等の経営見通し等を十分精査した上で、真に必要な場合に限

定していく必要がある。

（３）損失補償額

損失補償については、(公財)福島県産業振興センター、(公財)福島県

農業振興公社及び(公社)ふくしま緑の森づくり公社の３団体に対して、

事業資金等に係る損失補償を行っており、前年度と比較すると、全体

で約６．５億円、３０．６％の減となっている。

損失補償（以下（４）債務保証を含む。）については、突発的に多額

の財政的負担が生じる可能性があり、また、金融機関等による資金調

達面からのガバナンスも希薄となるため、損失補償等契約の内容、対

象債務の返済の見通しとその確実性、県の財政的負担が過大とならな

いこと等を十分精査した上で、真に必要な場合に限定していく必要が

ある。
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（４）債務保証額

債務保証については、福島県土地開発公社及び福島県道路公社の２

団体に対して、民間金融機関からの資金調達を円滑にするため行って

おり、前年度と比較すると、全体としては約３．２億円、１０．７％

の減となっている。

２ 人的関与の状況

（１）役員

常勤役員については、「総数」は前年度から２名増加したが、「県関

係者数」は前年度と同数であった。平成２７年度末現在、３０名のう

ち民間出身者等が(公財)ふくしま海洋科学館、(社福)福島県社会福祉事

業団、(一財)ふくしま医療機器産業推進機構、(公財)ふくしまフォレス

ト・エコ・ライフ財団に各１名、（一財）ふくしま市町村支援機構に２

名、残る２４名は県職員ＯＢ又は県派遣職員が就任している。

公社等が、主体的、自立的な経営を構築していく上では民間的視点
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の導入も有効であるため、県職員ＯＢ等の就任については、今後とも

極力抑制していく必要がある。

また、非常勤役員については、「総数」は前年度比で５名増加し、「県

関係者数」は、前年度と同数となっている。

部局長等の就任については、出資割合等に応じた権利行使、責任負

担等の必要性などを検討した上で、引き続き真に必要な場合に限定し

ていく必要がある。
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ア 理事長等代表者見直しの状況

役員のうち理事長等代表者については、関与等指針策定直後に見直し

に着手した結果、知事、副知事又は部局長が就任していた公社等１６団

体を、平成２５年度までに２団体に削減したところであり、現在、知事

が代表者として就任している公社等はない状況にある。

代表者への知事等の就任については、経営責任を明確にするため真に

必要な場合に限定し、原則として取り止めることとし、現在継続してい

る公社等に関しても、引き続き見直しを検討していく必要がある。
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※ 平成１６年１１月は、関与等指針策定による見直し着手時点

※ 平成１７年３月３１日に畜産公社が解散し、２２団体から２１団体となった。

※ 平成２０年３月３１日に観光開発公社が解散し、２１団体から２０団体となった。

※ 平成２１年３月３１日に住宅供給公社及び自然の家が解散し、２０団体から１８団体

となった。

※ 平成２４年３月３１日にきのこ振興センターが解散し、１８団体から１７団体となった。

※ 平成２６年４月１日にふくしま医療機器産業推進機構(平成25年5月1日設立)を関与等

指針の対象にしたため、１７団体から１８団体となった。

イ 監事見直しの状況

役員のうち監事、監査役等についても、関与等指針策定直後に見直しに

着手した結果、出納局長、出納局次長（総括参事）又はその他の県職員が

就任していた公社等１７団体延べ２０人を、現在は、５団体延べ５人まで

削減している。

公社等を監査する立場にある監事等への県職員の就任については、公認

会計士等の外部有識者の活用促進などを検討した上で、真に必要な場合に

限定することとし、現在継続している公社等に関しても、引き続き見直し

を検討していく必要がある。
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※ 平成１６年１１月は、関与等指針策定による見直し着手時点

※ 平成１７年３月３１日に畜産公社が解散し、２２団体から２１団体となった。

※ 平成２０年３月３１日に観光開発公社が解散し、２１団体から２０団体となった。

※ 平成２１年３月３１日に住宅供給公社及び自然の家が解散し、２０団体から１８団体

となった。

※ 平成２４年３月３１日にきのこ振興センターが解散し、１８団体から１７団体となった。

※ 平成２６年４月１日にふくしま医療機器産業推進機構(平成25年5月1日設立)を関与等

指針の対象にしたため、１７団体から１８団体となった。

（２）職員

常勤職員については、（社副）福島県社会福祉事業団で飯坂ホーム整

備に伴う増員、（一財）ふくしま医療機器産業推進機構で拠点整備に伴

う増員、(公財)福島県農業振興公社で農地利用集積事業推進のための増

員、(一財)ふくしま市町村支援機構で復旧・復興事業の発注者支援業務

の受託の増大などに対応したこと等により、前年度比で「総数」は３

７名増加したが、「県職員派遣」については、（公財）福島県文化振興

財団や道路公社の業務見直し等により１名の減少となっている。

各公社等が将来の組織人員体制を見据え、また、主体的、自立的な

経営を構築していく上で、県職員派遣については、これまで以上に慎

重に対応していく必要がある。
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